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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケース内に、紐状体を巻き取るリールと、このリールと同心かつ前記リールに対して回
転可能に設けられたばね芯と、前記リールを前記紐状体の巻き取り方向に付勢する引き込
みばねとを備え、前記引き込みばねが、一端が前記リールに結合されると共に他端が前記
ばね芯に結合され、前記リール内に有するばね収容部に配置された第一渦巻きばねと、こ
の第一渦巻きばねと軸方向に並列配置されて一端が前記ばね芯に結合されると共に他端が
前記ケース側に結合された第二渦巻きばねを備え、前記第一渦巻きばねと前記第二渦巻き
ばねが前記ばね芯を介して連繋していることを特徴とする紐状体巻き取り装置。
【請求項２】
　第一渦巻きばねが相対的に低ばね、第二渦巻きばねが相対的に高ばねであることを特徴
とする請求項１に記載の紐状体巻き取り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紐状体巻き取り装置であって、例えば過って携帯物を落とすことのないよう
に、巻き取り可能な紐状体に携帯物を繋着して使用する携帯物落下防止具など、紐状体を
巻き取る手段を有するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　建設現場等において、作業者が例えば高所での作業中に過って工具を手から落としてし
まった場合の安全性を確保するために使用される携帯物落下防止具（工具落下防止具）と
して、作業者が腰に装着しているベルトに係止されるケース内に、ワイヤが巻回されると
共に引き込みばねによってワイヤを巻き取る回転方向へ付勢されたリールが組み込まれ、
このリールからケースの外部へ引き出されるワイヤの先端に工具を繋着するための係止具
が設けられたものが知られている。
【０００３】
　この種の携帯物落下防止具は、高所作業に際して、作業者が腰に装着しているベルト等
にケースを固定し、ワイヤの先端の係止具に工具を繋着して使用する。そして図４に示す
ように、高所作業中に過って作業者Ａが工具Ｔを手から過って落としてしまった場合、作
業者Ａの腰ベルトＢに装着したケース１００内のリール（不図示）から、工具Ｔの落下に
よってワイヤ１０１が引き出されていき、これに伴い、内蔵された引き込みばねが蓄勢さ
れるので、工具Ｔの落下を途中で食い止めることができる。しかしこの場合、工具Ｔの落
下速度や重量によっては、ワイヤ１０１の全長が引き出されて、そのときの衝撃によって
ワイヤ１０１が破断したり、ケース１００が損傷を受けたりする懸念があった。
【０００４】
　そこで図５に示すように、ワイヤ１０１を巻き取るリール１０２を巻き取り回転方向へ
付勢する引き込みばね１０３を、強さの異なる複数の渦巻きばね１０３ａ，１０３ｂを連
繋した構造とすることが知られている（下記の特許文献１参照）。
【０００５】
　すなわちこの携帯物落下防止具によれば、図４に示すように、作業者Ａが手に持った工
具Ｔを過って落とした時に、工具Ｔの落下によってワイヤ１０１が図５に示すリール１０
２の回転を伴いながら引き出されていく過程で、引き込みばね１０３は内周側の弱い渦巻
きばね１０３ａから先にばね芯１０４に巻き付いていき、弱い渦巻きばね１０３ａが巻き
きった時点で外周側の強い渦巻きばね１０３ｂの巻き付きが開始され、これによってワイ
ヤ１０１の引き出しに対する弾性的抗力が強まって衝撃力を吸収するので、ワイヤ１０１
が破断されたりするのを防止することができるのである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実公平６－３８９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の携帯物落下防止具によれば、リール１０２に内蔵した引き込
みばね１０３が弱い渦巻きばね１０３ａと強い渦巻きばね１０３ｂを径方向に配置して連
繋したものであるため、リール１０２の径寸法ｄが大きくなってしまい、ひいては、この
リール１０２を収容しているケース１００の幅方向のサイズ（ばね芯１０４の軸心と直交
する方向のサイズ）が大きくなってしまう問題があった。また、引き出し可能なワイヤ１
０１の長さを長くする場合も、それに応じて引き込みばね１０３の長さを長くする必要が
あり、その結果、リール１０２の径寸法ｄが大きくなって、ケース１００のサイズが大き
くなってしまう問題があった。
【０００８】
　そして建設現場等での作業には、工具Ｔを複数携帯して使用することが多く、このため
作業者Ａは、使用する工具Ｔの数だけ携帯物落下防止具を腰ベルトＢに並べて装着する必
要があるが、上述のように、携帯物落下防止具のケース１００のサイズが大きいと、それ
だけ装着可能な数が少なくなってしまう問題があった。
【０００９】
　本発明は、以上のような点に鑑みてなされたものであって、その技術的課題は、工具な
どの携帯物を過って落としてしまうことによる危険を回避するために、巻き取り可能な紐
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状体に携帯物を繋着して用いる携帯物落下防止具等、紐状体巻き取り装置において、機能
の低下をきたさずにサイズを小さくし、あるいは紐状体の引き出し可能な長さを長くする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した技術的課題を有効に解決するための手段として、請求項１の発明に係る紐状体
巻き取り装置は、ケース内に、紐状体を巻き取るリールと、このリールと同心かつ前記リ
ールに対して回転可能に設けられたばね芯と、前記リールを前記紐状体の巻き取り方向に
付勢する引き込みばねとを備え、前記引き込みばねが、一端が前記リールに結合されると
共に他端が前記ばね芯に結合され、前記リール内に有するばね収容部に配置された第一渦
巻きばねと、この第一渦巻きばねと軸方向に並列配置されて一端が前記ばね芯に結合され
ると共に他端が前記ケース側に結合された第二渦巻きばねを備え、前記第一渦巻きばねと
前記第二渦巻きばねが前記ばね芯を介して連繋していることを特徴とする。なお、ここで
いう「紐状体」とは、紐、ワイヤ、ロープ、糸などを総称するものである。
【００１１】
　請求項１の構成の紐状体巻き取り装置は、紐状体の引き出しに伴ってリールが紐状体の
引き出し方向へ回転するので、引き込みばねにおける第一及び第二渦巻きばねがばね芯に
巻き付いて巻き取り方向へ蓄勢されるものである。そして引き込みばねは、軸方向に並列
配置された第一及び第二渦巻きばねを、ばね芯を介して互いに連繋したものであるため、
紐状体の引き出し長さを一定とした場合はリールを小径にすることができ、ひいてはリー
ルの軸心と直交する方向のケースのサイズを小さくすることができ、もしくは引き込みば
ねが第一及び第二渦巻きばねからなることによって紐状体の引き出し長さを長くすること
ができる。
【００１２】
　また、請求項２の発明に係る紐状体巻き取り装置は、請求項１に記載の構成において、
第一渦巻きばねがばね芯に完全に巻き付いた時点でばね芯が引き出し回転方向へ回転して
第二渦巻きばねがばね芯に巻き付いていくように、第一渦巻きばねを相対的に低ばね、第
二渦巻きばねを相対的に高ばねとしたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項２の構成の紐状体巻き取り装置は、紐状体を引き出すとき、引き込みばねは、ま
ず相対的に低ばねの第一渦巻きばねがリールからのトルクによってばね芯に巻き付きなが
ら蓄勢されていく。そして第一渦巻きばねがばね芯に巻き付ききった時点でばね芯が回転
し、相対的に高ばねの第二渦巻きばねがばね芯に巻き付いていくものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る紐状体巻き取り装置によれば、ケースの幅を小さくして、同じスペースへ
装着可能な数を増加することができ、あるいは紐状体の引き出し長さを長くすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る紐状体巻き取り装置を携帯物落下防止具に適用した好ましい実施の
形態を示す外観斜視図である。
【図２】本発明に係る紐状体巻き取り装置を携帯物落下防止具に適用した好ましい実施の
形態を示す断面図である。
【図３】作業者が携帯物落下防止具を使用して作業している状態を示す説明図である。
【図４】作業者が、携帯物落下防止具に繋着した工具を過って落としてしまった場合の状
況を示す説明図である。
【図５】従来の携帯物落下防止具における引き込みばねの構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、本発明に係る紐状体巻き取り装置を携帯物落下防止具に適用した好ましい実施の
形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、この実施の形態の携帯物落下防止具は、外部装着手段を有
するケース１内に、先端に落下防止対象の工具を繋着可能なワイヤ４を巻き取るリール２
と、このリール２と同心かつ回転可能に設けられたばね芯３と、リール２をワイヤ４の巻
き取り方向に付勢する引き込みばね５とを備える。
【００１８】
　ケース１は、互いに結合・分離可能な装着ベース１Ａ、外殻１Ｂ、ケース本体１Ｃから
なり、ケース本体１Ｃは、装着ベース１Ａと外殻１Ｂの間に嵌合固定されていて、装着ベ
ース１Ａと外殻１Ｂの結合を解除することによって嵌合が解除されて分離可能となってい
る。
【００１９】
　ケース１における装着ベース１Ａは、ケース本体１Ｃの両端面のうちいずれか一方と位
置決め嵌合可能な基板部１１と、この基板部１１の上端から下方へ折り返されるように延
びる板状フック部１２と、基板部１１の下部に取り付けられた金属製の結索環１３と、か
らなる。基板部１１における板状フック部１２との対向面には幅方向へ延びる複数の突起
１１ａが形成されており、板状フック部１２には、幅方向へ延び、基板部１１の突起１１
ａと異なる位置と対向する複数の突起１２ａが形成されている。
【００２０】
　ケース１における外殻１Ｂは、ケース本体１Ｃの両端面のうちいずれか他方と位置決め
嵌合可能な正面板１４と、この正面板１４の上部からケース本体１Ｃの上面と嵌合可能な
形状をなして延び、先端に装着ベース１Ａの上端部を掛止可能な上部掛止爪１５１を有す
る上面板１５と、正面板１４の下部からケース本体１Ｃの下面と嵌合可能な形状をなして
延び、先端に装着ベース１Ａの基板部１１の下端部及び板状フック部１２の下端被掛止部
１２ｂを掛止可能な掛止爪１６と、からなる略コ字形をなしている。
【００２１】
　ケース１におけるケース本体１Ｃは、不図示のビスによって互いに結合された一対のシ
ェル１７，１８からなるものであって、このケース本体１Ｃにおける左右両側面部は、図
１に示すケース１の組立状態において、略コ字形をなす外殻１Ｂの左右両側の開口部から
露出するようになっている。また、ケース本体１Ｃにおける左右両側面部のうち一方の側
面部には、ワイヤ引き出し口１０が開設されている。
【００２２】
　リール２は、ケース本体１Ｃにおけるシェル１７，１８の内面に形成された環状のリー
ル受け１７ａ，１８ａの間で回転可能に支持された状態に配置されており、巻き取り筒部
２１と、その軸方向両端から延びるガイド鍔部２２を有し、巻き取り筒部２１の内周側は
ばね収納部２３となっている。
【００２３】
　ばね芯３は、リール２の内径の軸孔にリール２と相対回転可能に挿通されると共に、軸
方向両端が、ケース本体１Ｃにおけるシェル１７，１８に開設された軸孔に回転可能に支
持されている。
【００２４】
　ワイヤ４は請求項１に記載された紐状体に相当するものであって、金属の撚り線からな
り、リール２の巻き取り筒部２１に巻き付けられていて、ケース１におけるケース本体１
Ｃのワイヤ引き出し口１０から外部へ引き出された先端には、落下防止対象の携帯物を繋
着するための繋着金具６が取り付けられている。
【００２５】
　引き込みばね５は、軸方向に並列した互いにばね定数の異なる第一及び第二渦巻きばね
５１，５２からなる。第一及び第二渦巻きばね５１，５２は、帯状の鋼材をうず巻き状に
巻いた、いわゆるぜんまいばねからなるものであって、このうち相対的に低ばねの第一渦
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巻きばね５１は、リール２のばね収納部２３内に配置されていて、外周端がリール２の巻
き取り筒部２１に結合されると共に、内周端がばね芯３における軸方向一端寄りの位置に
形成されたスリット３ａに結合されている。また、相対的に高ばねの第二渦巻きばね５２
は、ケース本体１Ｃのシェル１８の内面に形成されたリール受け１８ａの内周に配置され
ていて、内周端がばね芯３における軸方向他端寄りの位置に形成されたスリット３ｂに結
合されると共に、外周端が前記リール受け１８ａに結合されている。そして、第一渦巻き
ばね５１がばね芯３に完全に巻き付いた時点でばね芯３が引き出し回転方向へ回転して第
二渦巻きばね５２がばね芯３に巻き付いていくように、第一渦巻きばね５１と第二渦巻き
ばね５２のばね定数が設定されている。
【００２６】
　以上のように構成された実施の形態による携帯物落下防止具は、例えば図３に示すよう
に、高所作業を行う作業者Ａの腰ベルトＢの裏側に、ケース１の装着ベース１Ａの板状フ
ック部１２を差し込んで、この板状フック部１２の下端被掛止部１２ｂをケース１におけ
る外殻１Ｂの掛止爪１６に掛止することによって、ケース１を腰ベルトＢに固定すると共
に、ワイヤ４の先端の繋着金具６に工具Ｔを繋着して用いる。板状フック部１２の下端被
掛止部１２ｂを外殻１Ｂの掛止爪１６に掛止した状態では、装着ベース１Ａの基板部１１
に形成された突起１１ａと板状フック部１２に形成された突起１２ａで腰ベルトＢを噛み
込むようになっているため、ケース１をこの腰ベルトＢにしっかりと固定することができ
る。
【００２７】
　また、ケース１における装着ベース１Ａの基板部１１に設けられた結索環１３には、他
の工具類や道具類をロープなどで結索しておくことができる。
【００２８】
　そして、作業のために工具Ｔを使用する際には、ワイヤ４がケース１から引き出され、
これに伴うリール２の引き出し方向への回転によって、引き込みばね５は、相対的に低ば
ねの第一渦巻きばね５１が先行してばね芯３における軸方向一端寄りの外周に巻曲される
ので、ワイヤ４に繋着金具６を介して繋着された工具Ｔには、巻き取り方向の付勢力によ
る大きな張力は作用しない。
【００２９】
　また、作業者Ａが作業中に過って工具Ｔを手から落としてしまった場合は、その落下力
によってワイヤ４がさらに引き出される。そしてワイヤ４の引き出し過程では、先に説明
したように、引き込みばね５はまず相対的に低ばねの第一渦巻きばね５１がリール２の引
き出し回転方向のトルクによってばね芯３における軸方向一端寄りの外周に巻き付きなが
ら蓄勢されていくので、落下速度の増大が有効に抑制される。
【００３０】
　そして第一渦巻きばね５１がばね芯３に完全に巻き付くと、その時点でリール２の引き
出し回転方向のトルクによってばね芯３が引き出し回転方向へ回転し、これによって、外
周端をケース本体１Ｃのリール受け１８ａに固定された高ばねの第二渦巻きばね５２がば
ね芯３に巻き付いていき、その蓄勢力の増大によって工具Ｔの落下速度を急速に低下させ
て落下を途中で食い止め、そのときの衝撃を有効に緩和する。したがって、衝撃によるワ
イヤ４の破断や、ケース１の損傷等を有効に防止することができる。
【００３１】
　そしてこの携帯物落下防止具によれば、引き込みばね５は、互いに軸方向異なる位置に
配置した低ばねの第一渦巻きばね５１と高ばねの第二渦巻きばね５２を、ばね芯３を介し
て連繋したものであり、すなわち低ばねの第一渦巻きばね５１のみがリール２のばね収納
部２３内に配置されているので、先に説明した図５に示す従来技術のように強さの異なる
複数の渦巻きばねを径方向に配置して連繋した場合に比較すると、リール２を十分に小径
にすることができる。したがって、リール２を収容しているケース１の、リール２の軸心
と直交する方向のサイズ、すなわちケース１の横幅Ｗを小さくすることができる。
【００３２】
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　このため、低ばねの第一渦巻きばね５１と高ばねの第二渦巻きばね５２からなる引き込
みばね５による衝撃吸収機能を損なうことなく、作業者Ａの腰ベルトＢ等へ並列して装着
する場合の並列方向のケース１の横幅Ｗを小さくして、腰回り等への携帯物落下防止具の
装着数を増加することができる。
【００３３】
　なお、上述した実施の形態では、落下防止対象の携帯物が工具Ｔである場合について説
明したが、これには限定されず、例えば携帯通信端末や、各種キー（玄関ドア用、自動車
用）などの携帯物を繋着することができる。
【００３４】
　また、上述した実施の形態では、第一渦巻きばね５１が相対的に低ばね、第二渦巻きば
ね５２が相対的に高ばねであるものとしたが、第一渦巻きばね５１と第二渦巻きばね５２
が同じ強さのばねである場合も、本発明を適用することができる。
【００３５】
　この場合は、ワイヤ４がケース１から引き出されるのに伴うリール２の引き出し方向へ
の回転によって、引き込みばね５は、ばね芯３への第一渦巻きばね５１の巻き付きと、ば
ね芯３の回転と、ばね芯３への第二渦巻きばね５２の巻き付きが並行して行われる。そし
て引き込みばね５が、軸方向に並列配置された第一及び第二渦巻きばね５１，５２を、ば
ね芯３を介して互いに連繋したものであるため、第一の実施の形態と同様、リール２を小
径にすることができ、ひいてはリール２の軸心と直交する方向のケース１のサイズ、例え
ばユーザーの腰ベルト等へ並列して装着する場合の並列方向の幅を小さくすることができ
る。
【００３６】
　また、引き込みばね５が互いに連繋した第一及び第二渦巻きばね５１，５２からなるこ
とによってワイヤ４の引き出し長さを長くすることができると共に、ばね芯３への巻き付
き長さが長くなることで衝撃吸収機能を向上させることができる。
【００３７】
　さらに、上述の実施の形態では携帯物落下防止具にについて説明したが、本発明に係る
紐状体巻き取り装置は、例えば墨壷などのように糸や紐を引き出して線引きを行う線引き
具や、糸張り具のように、糸などの巻き取り機構を備える種々の紐状体巻き取り装置につ
いて適用することができる。
【符号の説明】
【００３８】
１　ケース
１Ａ　装着ベース（外部装着手段）
２　リール
３　ばね芯
４　ワイヤ（紐状体）
５　引き込みばね
５１　第一渦巻きばね（低ばねの渦巻きばね）
５２　第二渦巻きばね（高ばねの渦巻きばね）
６　繋着金具
Ｔ　工具（携帯物）
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